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こ
の
度
、
湖
南

市
少
年
補
導(

委)

員
会
々
長
と
い
う

大
役
を
仰
せ
つ
か

り
ま
し
た
。
な
に

ぶ
ん
不
慣
れ
な
た

め
、
関
係
機
関
や

関
係
団
体
の
皆
様

に
は
ご
迷
惑
を
お
か
け
す
る
こ
と
と
思
い
ま
す

が
、
ご
協
力
の
程
宜
し
く
お
願
い
い
た
し
ま

す
。
微
力
で
は
あ
り
ま
す
が
精
一
杯
努
力
い
た

し
ま
す
の
で
、
宜
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

さ
て
、
湖
南
市
少
年
補
導(

委)

員
会
は
、
少

年
非
行
を
防
ぐ
た
め
、
補
導
活
動
を
総
合
的
、

効
果
的
に
行
い
、
少
年
の
健
全
育
成
に
寄
与
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。
「
地
域
の
子
ど

も
は
、
地
域
で
守
り
育
て
る
」
を
合
言
葉
に
、
湖

南
市
内
で
の
『
街
頭
補
導
』
や
『
巡
回
補
導
』
、
各

中
学
校
区
で
の
『
愛
の
声
か
け
運
動
』
を
実
施
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
啓
発
活
動
で
は
、
『
薬
物
乱

用
防
止
』
や
『
非
行
防
止
教
室
』
、
女
性
部
の
『
着

ぐ
る
み
人
形
劇
』
上
演
に
よ
る
誘
拐
防
止
や
万

引
き
防
止
な
ど
の
取
り
組
み
を
、
保
育
園
や
幼

稚
園
、
小
学
校
や
中
学
校
で
実
施
し
て
い
ま

す
。地

域
の
大
人
が

の
気
持
ち

「
あ
た
り
ま
え
」

を
思
い
お
こ
し
、
一
人
ひ
と
り
が
手
を
取
り
合

っ
て
、

を
し
て
い
た
だ
く

「
温
か
い
地
域
づ
く
り
」

こ
と
が
、
少
年
の
非
行
防
止
と
健
全
育
成
に

「
あ
た
り
ま
え
の
気
持
ち
で
、
温
か
い
地
域
づ
く
り
」

湖
南
市
少
年
補
導
委
員
会

甲
賀
警
察
署
少
年
補
導
員
会

会
長

井
上

弘
光

繋
が
る
と
思
い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
の
手
助

け
を
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
、
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

湖
南
市
少
年
補
導
（
委
）
員
四
十
一
名
は
、

地
域
の
皆
さ
ま
や
甲
賀
警
察
署
を
は
じ
め
と
す

る
関
係
機
関
及
び
関
係
団
体
等
と
一
体
と
な

り
、
少
年
の
健
全
育
成
に
取
り
組
ん
で
参
り
ま

す
。
今
後
と
も
市
民
の
皆
様
方
の
ご
理
解
と
ご

協
力
を
、
お
願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。
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南 ひ さ 子

(敬称略)

少年の非行防止と健全育成に長年尽力されてこら
れた個人・団体への功労表彰が６月２５日(水)、滋賀
県警察本部で行われました。
甲賀警察署管内では、古賀和代さん( )石部中学校区

が、少年補導功労者として、全国少年警察ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
協会『少年補導栄誉銅章』を受賞されました。



少 年 セ ン タ ー だ よ り （２）

湖南市においても７月１日からの１か月間 を合い言葉に、青少年育成市「地域の力で子どもをはぐくむ」
民会議、学区民会議、少年補導(委)員会など、青少年育成に関わる各機関・各団体による街頭キャンペーン

や巡回活動など非行防止の取り組みや、安全・安心の地域づくりに向けた取り組みが行われます。

地域の大人が子どもを見守り、声かけをするだけで、子どもの心は大人に一歩近づいてくれます。

さあ、一人ひとりができることから始めましょう。

７月１日、真夏日となった湖南市においても青少年育成に関わる各機
関・団体が協働し、市内４カ所の大型量販店出入り口付近で、今年の重

「 」 「 」 、点施策 インターネット上の非行・被害防止 と 万引き防止 を訴え
街頭キャンペーンを行いました。１ヶ月に渡る平成
２６年度「青少年の非行防止・被害防止滋賀県強調
月間」がスタートしました。
若者の薬物乱用防止を目的とする滋賀県「ダメ。
ゼッタイ 」普及運動等とも連携して、巡回・啓発。
活動を展開します。

◆ 平成２５年中、検挙・補導された刑法犯少年の６割が、初発
型非行( )でした。万引き、自転車盗、ｵｰﾄﾊﾞｲ盗、占有離脱物横領

窃盗犯少年の７７３％を中学生と高校生が占めました。.
内容で見ると、万引きが窃盗犯全体の５８．４％( －８８％)前年比 .
を占めています。ｵｰﾄﾊﾞｲ盗は全体の１１．７％ですが、前年より
１８人( ＋４２９％)増加しました。前年比 .
◆ 平成２２年以降、県内の刑法犯少年数は減少傾向にありました
が、昨年は不良行為少年数も含め増加に転じました。
内容としては、深夜徘徊が 人( 人)で喫煙は 人2,904 +32 2,230
( 人)、怠学は 人( 人)、粗暴行為は 人( 人)+156 222 +49 107 +66
でした。

とは、[占有離脱物横領]
捨ててあると思い込んで自分の例えば、空き地にあった自転車を、

ものにする犯罪形態。

湖南市内のシンナー等取扱事業所２５店に対し、販売

および、管理状況等を調査するため、７月７日、８日、

１４日の三日間、甲賀保健所、甲賀警察署と合同で立入

。調査を実施しました

いずれの事業所も

適正に取り扱われて

いました。

快く調査に応じ

て頂いた業務所の

皆さん、ありがと

うございました。


